
算定方法のフロー（令和５年４月～） ※令和５年３月１７日時点

初診時（医科、歯科）

初診時（施設基準を満たしている前提で）

マイナンバーカード
持参あり

マイナンバーカード
持参なし（保険証持参）

患者が診療情報等の取得に
同意

・診療情報等の取得
・診療情報等の取得を試みるも情報
なし

加算２（２点）

・患者が診療情報等の取得に同意しない。
・カードが破損しており利用できない。
・電子証明書が失効している。

加算１（６点）

診療情報提供書（紹介状）持参あり

診療情報提供書（紹介状）持参なし

加算２（２点）

加算１（６点）



算定方法のフロー（令和５年４月～） ※令和５年３月１７日時点

再診時（医科、歯科）

再診時（施設基準を満たしている前提で）

マイナンバーカード
持参あり

マイナンバーカード
持参なし（保険証持参）

患者が診療情報等の取得に
同意

・診療情報等の取得
・診療情報等の取得を試みるも情報
なし

加算３の算定はしない

・患者が診療情報等の取得に同意しない。
・カードが破損しており利用できない。
・電子証明書が失効している。

加算３（２点）

診療情報提供書（紹介状）持参あり

診療情報提供書（紹介状）持参なし

加算３の算定はしない

加算３（２点）

※加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報

や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。

※加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報

や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。

※ ①電話再診では算定不可。 ②月１回に限り算定可。 ③同一月に初診時の加算（加算１又は加算２）を算定した場合は算定不可。



算定方法のフロー（令和５年４月～） ※令和５年３月１７日時点

薬局

（施設基準を満たしている前提で）

マイナンバーカード
持参あり

マイナンバーカード
持参なし（保険証持参）

患者が診療情報等の取得に
同意

・診療情報等の取得
・診療情報等の取得を試みるも情報
なし

加算２（１点）

※６月に１回に限り

・患者が診療情報等の取得に同意しない。
・カードが破損しており利用できない。
・電子証明書が失効している。

加算１（４点）※６月に１回に限り

加算１（４点）※６月に１回に限り


